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新型コロナウイルス感染拡大の防止と株主様の感染リスクを防ぐ
ため、可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、書面又はイ
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証券コード　4752
2022年６月１日

株　主　各　位
東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号
株式会社昭和システムエンジニアリング

取締役社長 尾 崎 裕 一

１．日 時 2022年６月17日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号

PMO日本橋江戸通ビル ９階 当社会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第56期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づ
き、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

　なお、これらの事項は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際し監査した計算書類に含まれております。
◎株主総会参考書類及び事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎新型コロナウイルス対応について
　当社ウェブサイトに、本株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について掲載しております。
　また、今後の状況変化によって、本株主総会の運営に変更が生じる場合もございますので、適宜ご確認くださいますようお願い申し

あげます。
＜＜当社ウェブサイト＞＞ http://www.showa-sys-eng.co.jp

第56回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。

　なお、当日のご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を行
使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議
決権行使についてのご案内」（２～３頁）をご参照のうえ、2022年６月16日（木曜日）午
後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年6月17日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

2022年6月16日（木曜日）

午後5時30分到着分まで
2022年6月16日（木曜日）

午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル)

（受付時間　９：00～21：00）
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提供書面
事 業 報 告
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により緊急事態宣
言、まん延防止等重点措置が繰り返し発令される等、経済活動に大きな制約を受けまし
た。ワクチン接種の進展等により、感染者数は減少し、経済活動の正常化が期待されま
したが、新たな変異株による感染再拡大や原材料価格の上昇、金融資本市場の変動等、
先行きは引き続き不透明な状況が続いております。
　当社を取り巻く情報サービス産業においては、デジタル・トランスフォーメーション
（DX）による新たなデジタルビジネスの創造や革新の動きは継続しており、行政のデジ
タル化や企業の生産性向上等、事業の変革に向けた戦略的IT投資需要についても引き続
き堅調に推移いたしました。
　このような環境下、当社は社員、顧客の安全・健康の確保を優先しつつ、社内デジタ
ル化及びリモートワークでの開発推進など非対面での事業活動を推し進め、中期経営計
画「＋transform」で掲げた事業活動・重点施策（DX人材投資、AI/クラウド基盤等の
技術取得、積極的な採用活動）に対する取り組みも着実に成果をあげてまいりました。
とりわけ、AI技術者の育成についてはプロジェクトでの実績もあがってきており、投資
効果が表れてきております。
　その結果、当事業年度の業績は売上高6,460百万円（前期比7.4％増）、営業利益612
百万円（前期比21.4％増）、経常利益622百万円（前期比21.1％増）、当期純利益420
百万円（前期比21.5％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

ａ．ソフトウエア開発事業
　ソフトウエア開発事業は、売上高6,290百万円（前期比7.0％増）、売上総利益
1,058百万円（前期比10.5％増）となりました。
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ｂ．ＢＰＯ事業
　ＢＰＯ事業は、売上高169百万円（前期比28.4％増）、売上総利益18百万円（前期
比738.5％増）となりました。

②　設備投資の状況
　該当事項はありません。

③　資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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(2019年３月期)
第 54 期

(2020年３月期)
第 55 期

(2021年３月期)
第 56 期

(当事業年度)
(2022年３月期)

売 上 高 (千円) 6,210,810 6,193,309 6,013,545 6,460,659
経 常 利 益 (千円) 485,111 509,047 513,881 622,196
当 期 純 利 益 (千円) 324,260 343,142 345,852 420,057
１株当たり当期純利益 (円) 73.28 77.55 78.16 95.08
総 資 産 (千円) 6,145,954 6,492,884 6,769,373 7,222,445
純 資 産 (千円) 3,217,004 3,440,709 3,713,275 4,013,914
１株当たり純資産額 (円) 727.03 777.59 839.19 917.50

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

(注) １.　１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数
により算出しております。
なお、期末発行済株式数は、自己株式を控除しております。

２.　第56期（当事業年度）の状況につきましては、前記「１．会社の現況(1)当事業年度の事業の状
況」に記載のとおりであります。

３.　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期
首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
2019年度末から続く新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種等が進み国内の新規感

染者数は減少傾向にありましたが、変異株の流行で新規感染者数が再び増加傾向となり、
先行き不透明な状況が続いております。一方で、コロナ禍で浸透したデジタル・トランス
フォーメーション（DX）の波は更に加速していくと見られ、顧客のIT投資は積極的な状況
が続くと認識しております。

このような中、当社は2022年度から2024年度までの3カ年を対象にした新たな中期経
営計画「+ transform 2nd Stage」を策定いたしました。前中期経営計画で掲げた「バイ
モーダルなDXカンパニー」を目指す姿勢を踏襲しながら、新たな基本方針への取り組みを
推し進めてまいります。
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①　DXの推進
　ビジネスイノベーション室を中心にDXビジネスへの取り組みを進め、需要予測、自然
言語処理、ビッグデータ分析などのAI関連分野へ参入いたしました。今後も当社の強み
である証券、金融、保険などの業務知識を活かし、顧客が求めるDXの実現を目指して取
り組んでまいります。
　また、DXビジネスを推進していくためには、DX人材の育成が、引き続き重要課題と
なります。
　当社では近年、従来のIT技術者に加え、AI・データサイエンス分野の技術者育成に注
力してまいりました。今後、DXビジネスを更に推し進めていくにあたり、AI・データサ
イエンス分野以外のDX系技術者育成も急務であると認識しております。DXビジネスを
推進する企業として、全社員がDXの知見を持ち、顧客の期待に応えることができるよ
う、戦略的な人材育成計画を策定し取り組んでまいります。

②　既存ビジネス領域の維持・拡大
　経済産業省が2018年9月に「DXレポート」を公表して以降、日本企業はDXへの取り
組みを本格化させるとともに、レガシーシステムの見直しを進めています。当社が長年
にわたり培ってきたナレッジや経験を活かしてレガシーシステムのモダナイゼーション
を推進するとともに、高品質且つ信頼性に優れたサービスを提供し、既存ビジネスの安
定的成長を目指してまいります。

③　社内デジタル基盤の強化
　コロナ禍をきっかけに、行政や企業におけるデジタル化の遅れが浮き彫りになりまし
た。当社においても在宅勤務を進めるにあたりデジタルツールを導入、利用の促進を図
ることで社内のデジタライゼーションを進めてまいりました。今後は経営戦略室に新設
したDHQ推進グループを中心に更なる社内デジタル基盤の強化策を講じ、災害などの外
的要因に揺るがない強固なIT基盤を構築することを目指します。
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④　成長戦略としての人材確保と働き方改革
　コロナ禍でオンラインによる採用活動がメインとなり、企業と学生の間でミスマッチ
が生じやすい状況が続いております。当社ではオンラインのみならず、Face to Faceの
アプローチを重視することでミスマッチを防ぎ、学生の満足度を高める施策を講じてま
いりました。
　また企業として職場環境を整えることは、優秀な人材を確保するだけでなく、会社の
持続的成長に繋がると考えております。働き方改革を更に推し進めるとともに、在宅勤
務の普及によるコミュニケーション不足の防止などの重要課題に対し、引き続き積極的
に対応してまいります。
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事　業　区　分 事　　　業　　　内　　　容

ソフトウエア開発事業
企業のコンピュータシステムに係るシステムインテグレーション、コンサ
ルティング、ソフトウエアの設計・開発・保守など、基盤領域を含むソフ
トウエア開発の全領域に対応した総合的なサービスを行っております。

ＢＰＯ事業 金融機関向け事務代行、健康診断予約代行、スキャニングサービスなど、
業種を問わず様々な業務支援を行っております。

(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）
　当社は、コンピュータのソフトウエア開発事業、ＢＰＯ事業及びその他関連諸事業を主
たる業務としております。

本 社 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号
大 阪 支 社 大阪府大阪市北区堂島１丁目６番20号

(6) 主要な事業所等（2022年３月31日現在）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
451名 16名増 38.2歳 15.2年

(7) 使用人の状況（2022年３月31日現在）

(注) 上記使用人数には、取締役及び臨時社員は含んでおりません。

借 入 先 借 入 額
株式会社愛媛銀行 10,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 18,000,000株
(2) 発行済株式の総数 4,810,000株（自己株式435,169株を含む）
(3) 株主数 1,305名

株　　　主　　　名 持　　株　　数 持　株　比　率
尾 崎 裕 一 1,017,900株 23.26％
古 殿 恭 子 474,000株 10.83％
昭和システムエンジニアリング従業員持株会 209,100株 4.77％
有 限 会 社 オ ー エ ム 商 事 200,000株 4.57％
株 式 会 社 愛 媛 銀 行 180,000株 4.11％
光 通 信 株 式 会 社 155,300株 3.54％
日 本 ユ ニ シ ス 株 式 会 社 150,000株 3.42％
山 口 勝 彦 125,100株 2.85％
昭和システムエンジニアリング取引先持株会 106,900株 2.44％
戸 堀 淳 子 100,000株 2.28％

２. 株式の状況（2022年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

(注) 持株比率は、小数点以下第３位を切り捨てております。
持株比率は、自己株式（435,169株）を控除して計算しております。

３. 新株予約権等の状況（2022年３月31日現在）
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況
　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 尾 崎 裕 一

専 務 取 締 役 立 花 昌 幸 ソリューションサービス事業本部長

常 務 取 締 役 関 口 雅 博 管理本部長兼経営戦略室管掌

取 締 役 川 合 雅 浩 ソリューションサービス事業本部第三統括部長

取 締 役 小 　 口 　 修 一 郎 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベー
ション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌

取 締 役 宮 本 智 之 ソリューションサービス事業本部第二統括部長

取 締 役 有 坂 洋 文 日興システムソリューションズ株式会社代表取締役
社長

取 締 役 榮 　 哲 男

常 勤 監 査 役 西 川 康 雄

監 査 役 西 牧 良 悦 税理士
株式会社うかい社外監査役

監 査 役 野 口 英 明 弁護士

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

(注) １. 取締役 有坂洋文氏、榮哲男氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役 西牧良悦氏、野口英明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 監査役 西牧良悦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 取締役 榮哲男氏、監査役 西牧良悦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

(2) 事業年度中に辞任した取締役及び監査役
該当事項はありません。
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(3) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内
容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の
内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合
していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るものとして十分に機能す

るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬と
しての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。なお、社外取締役については、
基本報酬のみを支払うこととする。

ロ 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える
時期又は条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、従業員給与とのバランスを考

慮のうえ、当社内部規定で定めた役位ランク別支給基準に基づき、役員全員が同意
し決定する。

ハ 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える
時期又は条件の決定に関する方針を含む）
業績連動報酬は、代表取締役社長が年度業績との連動を鑑み、当社内部規定に定

める役位ランク基準に基づき各々の月額固定報酬額に乗じた月数を算定し、下記の
支給基準に則り、支給の範囲(案)を経営会議で諮問し、承認されたのち取締役会で
審議する。支給にあたっては1ケ月を経過する日までとする。なお、支給の決定に
際しては、監査役会及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとす
る。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等 非 金 銭 報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

115,500千円
（6,000）

93,600千円
（6,000）

21,900千円
（－） － 8名

（2）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

18,600
（5,400）

18,600
（5,400） － － 3

（2）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

134,100
（11,400）

112,200
（11,400）

21,900
（－） － 11

（4）

<支給基準>
・配当方針である配当性向30%～40%が保たれること
・内部にて定める利益基準を満たしていること

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

(注) １.　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２.　取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の第26回定時株主総会において年額1億8千万円以

内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
の員数は、10名(うち、社外取締役は0名)です。

３.　監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の第23回定時株主総会において年額2千万円以内と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。

③ 当事業年度において支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

④ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等
の総額

　該当事項はありません。
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氏　　　　名 地　位 主な活動状況

有 坂 洋 文 取締役

当事業年度に開催された取締役会には、16回全てに出席し、主に経営
者として培った幅広い見識を活かし、社外の客観的見地から適宜発言
を行っております。また、IT業界における長年の業務経験を踏まえた
専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。

榮 　 哲 男 取締役

当事業年度に開催された取締役会には、16回全てに出席し、社外の客
観的見地から適宜発言を行っており、特にIT業界で培った見識に基づ
く専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。

西 牧 良 悦 監査役
当事業年度に開催された取締役会には、16回中15回、また、監査役会
には、19回中18回出席し、主に税理士として培ってきた豊富な経験・
見地から適宜発言を行っております。

野 口 英 明 監査役
当事業年度に開催された取締役会には、16回中15回、また、監査役会
には、19回中18回出席し、主に弁護士としての専門的見地から適宜発
言を行っております。

(5) 社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

イ 社外取締役有坂洋文氏は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社
長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。

ロ 社外監査役西牧良悦氏は、株式会社うかいの社外監査役であり、当社と同社との間
には特別な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
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当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 東邦監査法人

(2) 報酬等の額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の報酬等の額に
はこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　取締役会は、監査役会において会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断をし、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容
を決定した場合は、本議案を決議の上、株主総会の会議の目的とすることといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　当社監査役会は、会計監査人の前事業年度における業務執行状況や実績を分析・評価
し、当事業年度の監査計画、報酬額の見積りの算出根拠、算定内容の合理性等を検討した
結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社における業務の適正を
確保するために必要な体制の整備を図っております。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ　取締役及び使用人が当社の経営理念及び行動指針に基づき、法令、定款及び
社内規則の遵守はもとより社会規範を遵守するよう、研修等を通じ教育・啓
発を継続的に行う。

ロ　内部牽制組織を設け、定期的な監査を実施し、その結果を代表取締役社長に
報告する。

ハ　社内において法令遵守上疑義のある行為等を発見した場合は、使用人が直接
通報できるよう内部通報の制度を設ける。

ニ　財務報告の信頼性を確保するために、財務諸表に係る内部統制システムの構
築を行い、継続的に評価し不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な
運用に努める。

ホ　反社会的勢力排除に向け、当社「行動指針」に基づき、社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力とは取引その他一切の関係を持たず毅然とした姿
勢で対応する。さらにこれら関係ある企業、団体、個人とは一切関係を持た
ないこととする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る以下の情報については、規程に則り、文書又は電磁的記
録により適切に保存及び管理を行う。

イ　株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及びそれらの関連資料
ロ　各種委員会その他重要会議の議事の経過及びその関連資料
ハ　会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は証券取引所

に提出した書類の写し等その他重要文書
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ　経営全般に係るリスクに対応するため、リスク・危機管理規程を定め、その

整備・運用をするとともに、内部牽制組織及び外部機関により運用状況を監
視又は審査する。

ロ　有事においては、リスク・危機管理規程に基づき各事業部門又は会社全体と
して対応することとする。

ハ　災害等での本社機能喪失時に備え、支社に本社基幹システムのデータをバッ
クアップし、その復旧するまでの期間、支社が運用を代行する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ　経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として定例の取締役会
を毎月1回開催し、重要事項の決定及び職務執行状況の監督等を行う。さら
に、職務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する意思決定を適宜行う
ために、臨時の取締役会をその都度開催する。

ロ　社長以下役付取締役をメンバーとする経営会議を適宜開催し経営に関する意
思決定を迅速に行う。

⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項

イ　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとし、
その人事については、取締役と監査役が意見交換のうえ決定する。

ロ　使用人が監査役を補助する期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に移譲
されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

ハ　当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先し
て従事するものとする。
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⑥　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をし
たことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

イ　取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する職
務の執行状況の報告を行う。

ロ　取締役及び使用人が、監査役へ報告を行うことができる体制を維持し、いか
なる場合においても報告を行ったことを理由として、当該報告を行った者に
対して不利な取り扱いを行わないものとする。

⑦　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務の執行上認められる費用等の支出については、その効率性及び適正性
に充分留意し、速やかに費用又は債務を処理する。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ　監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるととも

に、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
ロ　取締役は、監査役による監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役が監査
を行うための環境を整備する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」を内部牽制組織である
「リスクマネージメント委員会」のもと、実効性ある体制の整備、運用、維持、見直しを
推進するとともに、定期的に運用状況を取締役会において評価いたしております。
　運用状況の概要は以下のとおりです。

・ 取締役会は取締役8名（うち、社外取締役２名）で構成されており、当事業年度
において16回開催され、重要事項の審議、業務執行状況の報告が行われ、議場に
おいては、独立した立場から社外取締役が、経営監視機能の強化及び向上を図っ
ております。

・ 監査役会は、監査役３名（うち、社外監査役２名）で構成されており、上述の取
締役会に出席するとともに、監査上の重要課題等について監査役監査の実効性を
高めております。

・ 経営全般に係るリスクに対応するため、リスク・危機管理規程、コンプライアン
ス規程等の有効性を精査し、実効性ある運用を図っております。

　2022年度も引き続き同基本方針に則り適正な運用に努めるよう徹底してまいります。

７. 株式会社の支配に関する基本方針
　特記すべき事項はありません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、株主資本の
充実と収益力の向上を維持するとともに、今後の業績に裏付けられた適正な利益配分を行
っていくこととし、従来の安定的な配当に加え、配当性向を当社の特別損益を控除して算
出される当期純利益の30％～40％相当を目標として継続的に実現することを目指してまい
ります。
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
従 業 員 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
会 員 権
そ の 他　

5,804,163
4,997,891
777,634
3,466
23,802
1,368

1,418,282
163,364
47,322
3,669
4,070
7,258

101,043
7,920
4,588
3,332

1,246,997
308,352
7,453

727,864
140,120
56,677
6,530　

流 動 負 債 1,090,614
買 掛 金 253,296
短 期 借 入 金 10,000
未 払 金 108,077
未 払 費 用 75,418
未 払 法 人 税 等 149,018
未 払 消 費 税 等 81,944
預 り 金 26,433
賞 与 引 当 金 386,424

固 定 負 債 2,117,916
役員退職慰労未払金 60,973
退 職 給 付 引 当 金 2,056,943

負 債 合 計 3,208,530
純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,069,714
資 本 金 630,500
資 本 剰 余 金 553,700
資 本 準 備 金 553,700

利 益 剰 余 金 3,123,452
利 益 準 備 金 99,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,024,452
別 途 積 立 金 740,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,284,452

自 己 株 式 △ 237,938
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △ 55,799

その他有価証券評価差額金 123,579
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 179,378

純 資 産 合 計 4,013,914
資 産 合 計 7,222,445 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,222,445

計算書類
貸借対照表（2022年３月31日現在）

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額
売 上 高 6,460,659
売 上 原 価 5,384,175
売 上 総 利 益 1,076,484

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 463,642
営 業 利 益 612,841

営 業 外 収 益
受 取 利 息 296
受 取 配 当 金 5,840
受 取 手 数 料 611
受 取 家 賃 1,860
雑 収 入 899 9,507

営 業 外 費 用
支 払 利 息 44
固 定 資 産 除 却 損 34
自 己 株 式 取 得 費 用 74 153
経 常 利 益 622,196

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,138 3,138
税 引 前 当 期 純 利 益 625,334

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 219,296
法 人 税 等 調 整 額 △ 14,019 205,276
当 期 純 利 益 420,057

損益計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 630,500 553,700 553,700 99,000 740,000 1,992,715 2,831,715
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ─ △128,320 △128,320
当 期 純 利 益 ─ 420,057 420,057
自 己 株 式 の 取 得 － －
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動
額 （ 純 額 ）

─ ─

当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─ ─ ─ 291,737 291,737
当 期 末 残 高 630,500 553,700 553,700 99,000 740,000 2,284,452 3,123,452

株主資本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本
合　　計

その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △200,688 3,815,227 77,426 △179,378 △ 101,951 3,713,275
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △128,320 ─ △128,320
当 期 純 利 益 420,057 ─ 420,057
自 己 株 式 の 取 得 △ 37,250 △ 37,250 ─ △ 37,250
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動
額 （ 純 額 ）

─ 46,152 46,152 46,152

当 期 変 動 額 合 計 △ 37,250 254,487 46,152 ─ 46,152 300,639
当 期 末 残 高 △ 237,938 4,069,714 123,579 △179,378 △ 55,799 4,013,914

株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書
2022年５月12日

株式会社昭和システムエンジニアリング
取締役会　御中

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 石 井 克 昌
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 藤 嵜 研 多

東邦監査法人
東京都千代田区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社昭和システムエンジニアリングの
2021年４月１日から2022年３月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等 が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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　当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは 定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月18日

常 勤 監 査 役 西 川 康 雄 ㊞
社 外 監 査 役 西 牧 良 悦 ㊞
社 外 監 査 役 野 口 英 明 ㊞

株式会社昭和システムエンジニアリング　監査役会

　
以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、株主資本の充
実と収益力の向上を維持するとともに、今後の業績に裏付けられた適正な利益配分を行って
いくこととし、従来の安定的な配当に加え、配当性向を当社の特別損益を控除して算出され
る当期純利益の30％～40％相当を目標として継続的に実現することを目指してまいりま
す。

第56期期末配当に関する事項
　第56期の期末配当につきましては、当期の業績を総合的に勘案いたしまして、以下
のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき、金32円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は139,994,592円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年６月20日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第19条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に
記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省
令に定めるところに従いインターネットを利用す
る方法で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。

（削　　除）

第２号議案　定款一部変更の件
１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導
入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第19条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第19条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の
範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第19条）
は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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（電子提供措置等）
（新　　設） 第19条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。

2　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部又は一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求をした株主に対して
交付する書面に記載しないことができる。

（新　　設） （附則）
1. 現行定款第19条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第
19条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一
部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則
第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日
（以下「施行日」という）から効力を生ずるもの
とする。

2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
現行定款第19条はなお効力を有する。

3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前
項の株主総会の日から3か月を経過した日のいず
れか遅い日後にこれを削除する。

以　上
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東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 ３番出口 徒歩約２分
ＪＲ総武本線 新日本橋駅 ５番出口 徒歩約５分
ＪＲ総武本線／都営新宿線 馬喰町駅／馬喰横山駅 １番出口 徒歩約５分
東京メトロ銀座線／半蔵門線 三越前駅 Ａ10番出口 徒歩約８分
都営新宿線 岩本町駅 Ａ５番出口 徒歩約９分
都営浅草線／東京メトロ日比谷線 人形町駅 Ａ５番出口 徒歩約９分
ＪＲ中央線／山手線／京浜東北線 神田駅 南口 徒歩約12分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号

ＰＭＯ日本橋江戸通ビル　９階　当社会議室

一橋高校

マルエツプチ

三井住友銀行
人形町ビル

成城石井

人形町駅

馬喰町駅

馬喰横山駅

小伝馬町駅

神田駅

岩本町駅

新日本橋駅

三越前駅

スギ薬局

京王プレッソ
イン大手町

日本銀行

日本橋
三井タワー

三越日本橋本店

日本橋アステラス
三井ビルディング

COREDO
室町

YUITO

日本橋本町
小舟町郵便局

山崎製パン本社
東神田

鞍掛橋

本町二丁目

神田今川橋
郵便局

エトワール
海渡本館

昭和システムエンジニアリング
PMO日本橋江戸通ビル

岩本町一丁目

紺屋町

小野薬品工業

愛媛銀行

堀留町


